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(57)【要約】
【課題】周囲の環境との調和を図ると共に、表示及び発
電の両立が可能な太陽電池複合型表示体を提供する。
【解決手段】太陽電池複合型表示体１０は、第１面２０
ａ及び第２面２０ｂを有するシート部材２０と、シート
部材２０の第２面２０ｂに対向して配置された太陽電池
パネル５０と、少なくとも太陽電池パネル５０を保持す
る枠部材７０と、を備える。シート部材２０には、各々
が太陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜した複数
の表示面１２が一軸方向ｄ１に沿って配列されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面及び前記第１面に対向する第２面を有するシート部材と、
　前記シート部材の第２面に対向して配置された太陽電池パネルと、
　少なくとも前記太陽電池パネルを保持する枠部材と、
を備え、
　前記シート部材には、各々が前記太陽電池パネルのパネル面に対して傾斜した複数の表
示面が一軸方向に沿って配列され、
　前記太陽電池パネルは、前記シート部材の前記第２面に対向する受光面と、前記受光面
に対向する背面と、前記受光面と前記背面との間を延びる側面と、を有し、
　前記枠部材は、前記太陽電池パネルの側面に対向すると共に当該太陽電池パネルを保持
する枠体を有し、
　前記枠体は、前記太陽電池パネルを基準として前記シート部材の反対側となる領域から
前記シート部材の法線方向に沿って前記シート部材側に向かって延び、
　前記枠体は、前記太陽電池パネルの前記受光面を越えて前記シート部材側に突き出てお
り、
　前記枠体は、前記シート部材の前記第２面側から前記第１面を越えて延び出し、当該第
１面から前記シート部材の法線方向に突き出ている、太陽電池複合型表示体。
【請求項２】
　前記枠体のうちの前記太陽電池パネルの前記受光面よりも前記シート部材側に突き出た
領域の少なくとも一部が、光透過性をもつ、請求項１に記載の太陽電池複合型表示体。
【請求項３】
　第１面及び前記第１面に対向する第２面を有するシート部材と、
　前記シート部材の第２面に対向して配置された太陽電池パネルと、
　少なくとも前記太陽電池パネルを保持する枠部材と、
を備え、
　前記シート部材には、各々が前記太陽電池パネルのパネル面に対して傾斜した複数の表
示面が一軸方向に沿って配列され、
　前記太陽電池パネルは、前記シート部材の前記第２面に対向する受光面と、前記受光面
に対向する背面と、前記受光面と前記背面との間を延びる側面と、を有し、
　前記枠部材は、前記太陽電池パネルの側面に対向すると共に当該太陽電池パネルを保持
する枠体を有し、
　前記枠体は、前記太陽電池パネルを基準として前記シート部材の反対側となる領域から
前記シート部材の法線方向に沿って前記シート部材側に向かって延び、
　前記枠体は、前記太陽電池パネルの前記受光面を越えて前記シート部材側に突き出てお
り、
　前記枠体のうちの前記太陽電池パネルの前記受光面よりも前記シート部材側に突き出た
領域の少なくとも一部が、光透過性をもつ、太陽電池複合型表示体。
【請求項４】
　前記枠体のうちの前記太陽電池パネルの前記受光面よりも前記シート部材側に突き出た
領域が、前記太陽電池パネルの前記側面と対向する面に、反射処理面をもつ、請求項１又
は２に記載の太陽電池複合型表示体。
【請求項５】
　第１面及び前記第１面に対向する第２面を有するシート部材と、
　前記シート部材の第２面に対向して配置された太陽電池パネルと、
　少なくとも前記太陽電池パネルを保持する枠部材と、
を備え、
　前記シート部材には、各々が前記太陽電池パネルのパネル面に対して傾斜した複数の表
示面が一軸方向に沿って配列され、
　前記太陽電池パネルは、前記シート部材の前記第２面に対向する受光面と、前記受光面
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に対向する背面と、前記受光面と前記背面との間を延びる側面と、を有し、
　前記枠部材は、前記太陽電池パネルの側面に対向すると共に当該太陽電池パネルを保持
する枠体を有し、
　前記枠体は、前記太陽電池パネルを基準として前記シート部材の反対側となる領域から
前記シート部材の法線方向に沿って前記シート部材側に向かって延び、
　前記枠体は、前記太陽電池パネルの前記受光面を越えて前記シート部材側に突き出てお
り、
　前記枠体のうちの前記太陽電池パネルの前記受光面よりも前記シート部材側に突き出た
領域が、前記太陽電池パネルの前記側面と対向する面に、反射処理面をもつ、太陽電池複
合型表示体。
【請求項６】
　前記枠体は、前記太陽電池パネル及び前記シート部材を間隔を空けて保持し、
　前記枠体のうちの、前記シート部材の法線方向において前記太陽電池パネルと前記シー
ト部材との間となる領域が、光透過性をもつ、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の太
陽電池複合型表示体。
【請求項７】
　第１面及び前記第１面に対向する第２面を有するシート部材と、
　前記シート部材の第２面に対向して配置された太陽電池パネルと、
　少なくとも前記太陽電池パネルを保持する枠部材と、
を備え、
　前記シート部材には、各々が前記太陽電池パネルのパネル面に対して傾斜した複数の表
示面が一軸方向に沿って配列され、
　前記太陽電池パネルは、前記シート部材の前記第２面に対向する受光面と、前記受光面
に対向する背面と、前記受光面と前記背面との間を延びる側面と、を有し、
　前記枠部材は、前記太陽電池パネルの側面に対向すると共に当該太陽電池パネルを保持
する枠体を有し、
　前記枠体は、前記太陽電池パネルを基準として前記シート部材の反対側となる領域から
前記シート部材の法線方向に沿って前記シート部材側に向かって延び、
　前記枠体は、前記太陽電池パネルの前記受光面を越えて前記シート部材側に突き出てお
り、
　前記枠体は、前記太陽電池パネル及び前記シート部材を間隔を空けて保持し、
　前記枠体のうちの、前記シート部材の法線方向において前記太陽電池パネルと前記シー
ト部材との間となる領域が、光透過性をもつ、太陽電池複合型表示体。
【請求項８】
　第１面及び前記第１面に対向する第２面を有するシート部材と、
　前記シート部材の第２面に対向して配置された太陽電池パネルと、
　少なくとも前記太陽電池パネルを保持する枠部材と、
を備え、
　前記シート部材には、各々が前記太陽電池パネルのパネル面に対して傾斜した複数の表
示面が一軸方向に沿って配列され、
　前記太陽電池パネルは、前記シート部材の前記第２面に対向する受光面と、前記受光面
に対向する背面と、前記受光面と前記背面との間を延びる側面と、を有し、
　前記枠部材は、前記太陽電池パネルの側面に対向すると共に当該太陽電池パネルを保持
する枠体を有し、
　前記枠体は、前記太陽電池パネルを基準として前記シート部材の反対側となる領域から
前記シート部材の法線方向に沿って前記シート部材側に向かって延び、
　前記枠体は、前記シート部材の法線方向に沿った方向を向く先端面を有し、
　前記枠体の前記先端面は、前記シート部材の法線方向において前記太陽電池パネルの前
記受光面と前記背面との間となる位置に位置している、あるいは、前記太陽電池パネルの
前記受光面と前記シート部材の法線方向に沿った位置が一致している、太陽電池複合型表
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示体。
【請求項９】
　前記シート部材は、前記枠体の前記先端面を覆っている、請求項８に記載の太陽電池複
合型表示体。
【請求項１０】
　前記太陽電池パネルと前記シート部材との相対的な傾きが変更可能となるように、前記
太陽電池パネルが前記枠部材に支持されている、請求項１乃至９のいずれか一項に記載の
太陽電池複合型表示体。
【請求項１１】
　前記太陽電池パネルの前記一軸方向における端部を受け入れる溝が、前記シート部材の
法線方向に並べられて前記枠体に複数設けられ、
　前記太陽電池パネルの前記端部を収容する溝を選択することで、前記太陽電池パネルと
前記シート部材との相対的な傾きを変更することができる、請求項１０に記載の太陽電池
複合型表示体。
【請求項１２】
　前記シート部材は、複数のシート部品を並べることにより構成されている、請求項１乃
至１１のいずれか一項に記載の太陽電池複合型表示体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示を行うための表示面を含み、太陽電池パネルによる発電も行うことが可
能な太陽電池複合型表示体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような太陽電池複合型表示体の一例として、太陽電池パネルを併設した交通標識が
特許文献１に記載されている。特許文献１に記載の交通標識では、昼間に太陽電池パネル
にて発電した電力を蓄え、この蓄えた電力を照明用電源として利用し、夜間の視認性や昼
間の注意喚起効果を向上させることができる。また、外部から電力を供給する配線ケーブ
ル等が不要なため、電源設備がない地域であっても容易に設置することができる。このよ
うな背景から、近年太陽電池パネルを併設した交通標識の開発が進められてきている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－５４３２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の交通標識では、太陽電池パネルが表示面の上方に併設されている。
多くの外光を受光して多くの発電量を得られるよう、太陽電池パネルの受光面は、外部に
露出している。このため、交通標識を観察する観察者によって、太陽電池パネルの受光面
は視認され易い位置にある。しかしながら、太陽電池パネルの受光面は濃紺色や黒色の単
一色であるため、太陽電池パネルの外観は、周囲の環境になじまない。
【０００５】
　本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、周囲の環境との調和を図ると共に
、表示面による表示及び太陽電池パネルによる発電の両立が可能な太陽電池複合型表示体
を提供することを目的とする。また、本発明は、このような太陽電池複合型表示体を設置
する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による太陽電池複合型表示体は、第１面及び前記第１面に対向する第２面を有す
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るシート部材と、前記シート部材の第２面に対向して配置された太陽電池パネルと、少な
くとも前記太陽電池パネルを保持する枠部材と、を備え、
　前記シート部材には、各々が前記太陽電池パネルのパネル面に対して傾斜した複数の表
示面が一軸方向に沿って配列されている。
【０００７】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記太陽電池パネルは、前記シート部材
の前記第２面に対向する受光面と、前記受光面に対向する背面と、前記受光面と前記背面
との間を延びる側面と、を有し、前記枠部材は、前記太陽電池パネルの側面に対向すると
共に当該太陽電池パネルを保持する枠体を有し、前記枠体は、前記太陽電池パネルを基準
として前記シート部材の反対側となる領域から前記シート部材の法線方向に沿って前記シ
ート部材側に向かって延びていてもよい。
【０００８】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記太陽電池パネルは、前記シート部材
の前記第２面に対向する受光面と、前記受光面に対向する背面と、前記受光面と前記背面
との間を延びる側面と、を有し、前記枠部材は、前記太陽電池パネルの側面に対向すると
共に当該太陽電池パネルを保持する枠体を有し、前記枠体は、前記太陽電池パネルを基準
として前記シート部材の反対側となる領域から前記シート部材の法線方向に沿って前記シ
ート部材側に向かって延びていてもよい。
【０００９】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記枠体は、前記太陽電池パネルの前記
受光面を越えて前記シート部材側に突き出ていてもよい。
【００１０】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記枠体は、前記シート部材の法線方向
に沿った方向を向く先端面を有し、前記枠体の前記先端面は、前記シート部材の前記第１
面と、前記シート部材の法線方向に沿った位置が一致していてもよい。
【００１１】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記枠体は、前記シート部材の前記第２
面側から前記第１面を越えて延び出し、当該第１面から前記シート部材の法線方向に突き
出ていてもよい。
【００１２】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記枠体のうちの前記太陽電池パネルの
前記受光面よりも前記シート部材側に突き出た領域の少なくとも一部が、光透過性をもっ
てもよい。
【００１３】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記枠体のうちの前記太陽電池パネルの
前記受光面よりも前記シート部材側に突き出た領域が、前記太陽電池パネルの前記側面と
対向する面に、反射処理面をもってもよい。
【００１４】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記枠体は、前記太陽電池パネル及び前
記シート部材を間隔を空けて保持していてもよい。
【００１５】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記枠体のうちの、前記シート部材の法
線方向において前記太陽電池パネルと前記シート部材との間となる領域が、光透過性をも
ってもよい。
【００１６】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記枠体は、前記シート部材の法線方向
に沿った方向を向く先端面を有し、前記枠体の前記先端面は、前記シート部材の法線方向
において前記太陽電池パネルの前記受光面と前記背面との間となる位置に位置している、
あるいは、前記太陽電池パネルの前記受光面と前記シート部材の法線方向に沿った位置が
一致していてもよい。
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【００１７】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記シート部材は、前記枠体の前記先端
面を覆っていてもよい。
【００１８】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記太陽電池パネルと前記シート部材と
の相対的な傾きが変更可能となるように、前記太陽電池パネルが前記枠部材に支持されて
いてもよい。
【００１９】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記太陽電池パネルは、複数のパネル部
品を並べることにより構成され、前記枠部材は、隣り合う２つのパネル部品の間を通る内
枠を有していてもよい。
【００２０】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記内枠は、前記シート部材の法線方向
に沿った方向を向く先端面を有し、前記シート部材は、前記内枠の前記先端面を覆ってい
ってもよい。
【００２１】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記シート部材は、複数のシート部品を
並べることにより構成され、各シート部品は、対応するパネル部品を覆っていてもよい。
【００２２】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記シート部材は、複数のシート部品を
並べることにより構成されていてもよい。
【００２３】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、或る方向から前記太陽電池複合型表示体
を観察すると前記表示面が観察され、前記或る方向とは異なる別の方向から前記太陽電池
複合型表示体に入射した光が、隣り合う２つの表示面の間を通過して前記太陽電池パネル
に到達してもよい。
【００２４】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記シート部材の前記第２面は、一軸方
向に交互に配列された複数の向き調整面及び複数の光透過面と、を含み、前記向き調整面
は、前記太陽電池パネルのパネル面に対して傾斜し、前記光透過面は、前記太陽電池パネ
ルのパネル面に対して前記向き調整面とは異なる角度で傾斜し、前記向き調整面に前記表
示面が配置されていてもよい。
【００２５】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記シート部材の第２面は、前記一軸方
向に沿って配列された複数のレンズ面を含み、各表示面は、各々に対応するレンズ面の一
部に沿って配置されていてもよい。
【００２６】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、前記複数の表示面は、前記シート部材内
部に配置されていてもよい。
【００２７】
　本発明による太陽電池複合型表示体において、各表示面に表示対象要素が付与され、前
記表示対象要素の組み合わせで表示対象が形成されてもよい。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、周囲の環境との調和を図ると共に、表示面による表示及び太陽電池パ
ネルによる発電の両立が可能な太陽電池複合型表示体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、一実施の形態を説明するための図であって、太陽電池複合型表示体を示
す斜視図である。
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【図２】図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【図３】図３は、太陽電池複合型表示体に表示される表示対象の一例を示す図である。
【図４】図４は、図２と同様の断面において、太陽電池複合型表示体の作用を説明するた
めの図である。
【図５】図５は、図２と同様の断面において、太陽電池複合型表示体の作用を説明するた
めの図である。
【図６】図６は、太陽電池複合型表示体の製造方法を説明するための図である。
【図７】図７は、太陽電池複合型表示体の製造方法を説明するための図である。
【図８】図８は、太陽電池複合型表示体の製造方法を説明するための図である。
【図９】図９は、シート部材及び太陽電池パネルを支持する枠部材を説明するための図で
ある。
【図１０】図１０は、枠部材の一変形例を示す図である。
【図１１】図１１は、枠部材の別の変形例を示す図である。
【図１２】図１２は、枠部材のさらに別の変形例を示す図である。
【図１３】図１３は、枠部材のさらに別の変形例を示す図である。
【図１４】図１４は、枠部材のさらに別の変形例を示す図である。
【図１５】図１５は、枠部材のさらに別の変形例を示す図である。
【図１６】図１６は、太陽電池パネルが複数のパネル部品の組み合わせとして構成された
例を示す正面図である。
【図１７】図１７は、図１６のXVII－XVII線に沿った断面図である。
【図１８】図１８は、太陽電池パネル及びシート部材がそれぞれ複数の部品の組み合わせ
として構成された例を示す断面図である。
【図１９】図１９は、シート部材が複数のシート部品の組み合わせとして構成された例を
示す正面図である。
【図２０】図２０は、図１９のXX－XX線に沿った断面図である。
【図２１】図２１は、シート部材の一変形例を示す断面図である。
【図２２】図２２は、シート部材の別の変形例を示す断面図である。
【図２３】図２３は、シート部材のさらに別の変形例を示す断面図である。
【図２４】図２４は、シート部材のさらに別の変形例を示す断面図である。
【図２５】図２５は、シート部材のさらに別の変形例を示す断面図である。
【図２６】図２６は、シート部材のさらに別の変形例を示す断面図である。
【図２７】図２７は、シート部材のさらに別の変形例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、図面を参照して実施の形態について説明する。なお、本件明細書に添付する図面
においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺および縦横の寸法比等を、実物の
それらから変更し誇張してある。また、本明細書において用いる、形状や幾何学的条件並
びにそれらの程度を特定する、例えば、「平行」、「直交」、「同一」等の用語や長さや
角度の値等については、厳密な意味に縛られることなく、同様の機能を期待し得る程度の
範囲を含めて解釈することとする。
【００３１】
　図１～図９は、一実施の形態を説明するための図である。このうち図１、図２は、太陽
電池複合型表示体１０の構成を示す斜視図または縦断面図であり、図３～図５は、太陽電
池複合型表示体１０の作用を説明するため図であり、図６～図８は、太陽電池複合型表示
体１０の製造方法の一例を説明するための図であり、図９は、枠部材７０について説明す
るための図である。
【００３２】
　ここで説明する太陽電池複合型表示体１０は、所定の表示機能及び外光を利用した発電
機能の両方を発揮する。図１及び図２に示す太陽電池複合型表示体１０において、第１軸
方向ｄ１に交互に配列された複数の向き調整面２１及び複数の光透過面２２が、太陽電池
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パネル５０よりも入光側に設けられている。或る角度範囲ＡＲ１内の方向Ｄ２１から太陽
電池複合型表示体１０を観察すると、主として向き調整面２１に配置された表示面１２が
観察される。したがって、表示面１２は、或る角度範囲ＡＲ１から太陽電池複合型表示体
１０を観察する観察者に対して表示機能を発揮する。一方、別の或る角度範囲ＡＲ２内の
方向から入射した光Ｌ２２は、主として光透過面２２を通過して太陽電池パネル５０に導
かれる。したがって、太陽電池パネル５０は、別の或る角度範囲ＡＲ２から太陽電池複合
型表示体１０へ入射する光に対して発電機能を発揮する。しかして、太陽電池複合型表示
体１０によれば、観察者からの観察方向と外光の入射方向との相違を利用して、観察者が
表示面１２を観察する際に太陽電池パネル５０が視認されることを抑制し、周囲との調和
を図ることを可能にしている。
【００３３】
　以下、本実施の形態による太陽電池複合型表示体１０の構成及び作用効果について詳述
していく。図１及び図２によく示されているように、太陽電池複合型表示体１０は、シー
ト状のシート部材２０と、シート部材２０の背面に配置された太陽電池パネル５０と、少
なくとも太陽電池パネル５０を保持する枠部材７０と、を備えている。なお、枠部材７０
については、図９を参照して後述する。
【００３４】
　シート状のシート部材２０は、互いに対向する一対の主面として、第１面２０ａ及び第
２面２０ｂを有している。第１面２０ａは、太陽電池複合型表示体１０へ入射する太陽光
等の外光等の入射面をなす。また、第１面２０ａは、表示対象１３（図３参照）を可視化
する表示面１２からの光が太陽電池複合型表示体１０から出射する出射面をなす。一方、
第２面２０ｂは、太陽電池パネル５０に対向する面をなしている。
【００３５】
　シート部材２０の第２面２０ｂは、第１軸方向ｄ１に交互に配列された複数の向き調整
面２１及び複数の光透過面２２と、を含んでいる。向き調整面２１には、表示対象１３を
表示するための表示面１２が配置されている。向き調整面２１は、表示面１２を支持する
と共に、表示面１２を観察し得る視野角を調整するべく設けられている。一方、光透過面
２２は、隣り合う表示面１２の間で太陽電池複合型表示体１０に入射する光Ｌ２２を透過
させて、太陽電池パネル５０に導くために設けられている。なお、図示する例では、複数
の向き調整面２１は互いに同一に構成され、複数の光透過面２２も互いに同一に構成され
ている。
【００３６】
　なお、本明細書において、「シート」、「フィルム」、「板」等の用語は、呼称の違い
のみに基づいて、互いから区別されるものではない。したがって、例えば、「シート」は
フィルムや板とも呼ばれ得るような部材も含む概念である。
【００３７】
　また、本明細書において、「シート面（フィルム面、板面、パネル面）」とは、対象と
なるシート状の部材を全体的かつ大局的に見た場合において対象となるシート状部材の平
面方向と一致する面のことを指す。以下に説明する実施の形態においては、シート部材２
０のシート面、太陽電池パネル５０のパネル面、並びに太陽電池パネル５０の受光面５０
ａは、互いに並行となっている。さらに、本明細書において、シート状（フィルム状、板
状、パネル状）の部材に対して用いる「法線方向」とは、当該部材のシート面への法線方
向のことを指す。
【００３８】
　図１に示すように、各向き調整面２１及び各光透過面２２は、その配列方向である第１
軸方向ｄ１に対して交差する方向に線状に延びている。とりわけ図示された例において、
各向き調整面２１及び各光透過面２２は、第１軸方向ｄ１及びシート部材２０の法線方向
ｎｄの両方と直交する第２軸方向ｄ２に、直線状に延びている。また、図２に示す例では
、各向き調整面２１と各光透過面２２とは、法線方向ｎｄからみて互いにずれて配置され
ている。なお、本実施の形態において、第１軸方向ｄ１及び第２軸方向ｄ２は、シート部
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材２０のシート面に沿っており、シート部材２０の法線方向ｎｄに直交している。図示さ
れた例において、太陽電池複合型表示体１０は、第１軸方向ｄ１が鉛直方向と平行になり
第２軸方向ｄ２が水平方向と平行になるようにして、配置されている。
【００３９】
　各向き調整面２１は、シート部材２０のシート面、言い換えると、太陽電池パネル５０
のパネル面に対して傾斜し、シート部材２０の法線方向ｎｄに対しても傾斜している。す
なわち、各向き調整面２１は、シート部材２０のシート面及びシート部材２０の法線方向
ｎｄのいずれとも非平行になっている。向き調整面２１と共に当該向き調整面２１に配置
された表示面１２を太陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜させることにより、表示
面１２に付与された表示対象１３を観察し得る視野角となる第１角度範囲ＡＲ１を、高い
自由度で調整することが可能となる。
【００４０】
　図２に示すように、各向き調整面２１は、第１軸方向ｄ１において一側（図２における
上側であって、鉛直方向における上側）に位置する一端部２１ａが、第１軸方向ｄ１にお
いて他側（図２における下側であって、鉛直方向における下側）に位置する他端部２１ｂ
よりも、シート部材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０から離間するように
、シート部材２０のシート面に対して傾斜している。図２から理解され得るように、この
ような向き調整面２１によれば、法線方向ｎｄに対して他側に傾斜した角度範囲に向けて
、光が出射しやすくなる。すなわち、向き調整面２１に配置された表示面１２からの表示
機能は、法線方向ｎｄに対して他側に傾斜した方向Ｄ２１から観察されたときに、効果的
に発揮されるようになる。
【００４１】
　表示面１２は、向き調整面２１に重なるように当該向き調整面２１に沿って配置されて
いる。ゆえに、向き調整面２１に配置された表示面１２も、第１軸方向ｄ１において一側
に位置する一端部１２ａが、第１軸方向ｄ１において他側に位置する他端部１２ｂよりも
、シート部材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０から離間するように、シー
ト部材２０のシート面に対して傾斜している。
【００４２】
　表示面１２から第１角度範囲ＡＲ１へ向けて太陽電池複合型表示体１０から出射する光
は、表示面１２に付与された表示対象１３を可視化させる。すなわち、第１角度範囲ＡＲ
１から表示面１２が視認され、結果として、表示面１２に形成された表示対象１３を観察
することができる。なお、表示面１２によって動く表示対象１３を表示する場合、太陽電
池パネル５０から発電された電気を駆動に用いることが簡便である。
【００４３】
　図３に、表示面１２に形成される表示対象１３の一例が示されている。複数の表示面１
２が、第１軸方向ｄ１に配列されるとともに、各表示面１２は、第１軸方向ｄ１に直交す
る第２軸方向ｄ２に直線状に延びている。したがって、第１軸方向ｄ１における各位置に
位置する表示面１２が、当該表示面１２の第１軸方向ｄ１における位置に応じた表示対象
要素１３ａを付与されることによって、第２軸方向ｄ２に細長く延びる各表示面１２に形
成された表示対象要素１３ａの組み合わせとして二次元的な表示対象１３を表示すること
が可能となる。図３に示された例では、アルファベットの大文字の「Ｎ」が表示対象１３
として表示されている。このように、複数の表示対象要素１３ａの組み合わせとして表示
対象１３を表示することで、各向き調整面２１のサイズを小さくできるため、第１角度範
囲ＡＲ１を広げたり太陽電池複合型表示体１０のサイズを大きくしたとしても、より良好
な表示対象１３を観察できるようになる。
【００４４】
　上述のように、本実施の形態の太陽電池複合型表示体１０は、表示対象１３が連続して
表示される角度範囲を高い自由度で調整可能である。そのため、本実施の形態の太陽電池
複合型表示体１０は、様々な用途で利用可能であり、例えば、屋外看板、道路情報掲示板
、建築物の外壁面などで用いられる数ｍ～数十ｍサイズの大型パネル用途や、ポスター、
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標識、建築物の内壁面などで用いられる数十ｃｍ～数ｍサイズの中型パネル用途や、卓上
スタンド、携帯端末などで用いられる数ｃｍ～数十ｃｍの小型パネル用途などを例示する
ことができる。
【００４５】
　一方、隣り合う向き調整面２１の間に位置する各光透過面２２は、シート部材２０のシ
ート面、言い換えると、太陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜し、シート部材２０
の法線方向ｎｄに対しても傾斜している。すなわち、各向き調整面２１は、シート部材２
０のシート面及びシート部材２０の法線方向ｎｄのいずれとも非平行になっている。光透
過面２２を太陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜させることにより、太陽電池パネ
ル５０による発電が連続して安定して行われるようになる角度範囲である第２角度範囲Ａ
Ｒ２を、高い自由度で調整することが可能となる。
【００４６】
　光透過面２２がシート部材２０のシート面に対して傾斜する角度は、向き調整面２１が
光制御シート２０のシート面に対して傾斜する角度と異なっている。とりわけ、図２に示
す太陽電池複合型表示体の主断面において、光透過面２２は、シート部材２０の法線方向
ｎｄに対して向き調整面２１とは反対側に傾斜している。上述のように、各向き調整面２
１は、一端部２１ａが他端部２１ｂよりもシート部材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電
池パネル５０から離間するように、シート部材２０のシート面に対して傾斜している。し
たがって、各光透過面２２は、第１軸方向ｄ１において他側に位置する他端部２２ｂが、
第１軸方向ｄ１において一側に位置する一端部２２ａよりも、シート部材２０の法線方向
ｎｄにおいて太陽電池パネル５０から離間するように、シート部材２０のシート面に対し
て傾斜している。図２から理解され得るように、このような光透過面２２は、法線方向ｎ
ｄに対して一側に傾斜した角度範囲からの光が、入射しやすくなる。したがって、法線方
向ｎｄに対して一側に傾斜した方向から太陽電池複合型表示体１０に入射する光Ｌ２２を
、太陽電池パネル５０により導きやすくなる。
【００４７】
　次に、向き調整面２１と光透過面２２との関係について述べる。図２に示す太陽電池複
合型表示体の主断面において、向き調整面２１と、第１軸方向ｄ１における他側で当該向
き調整面２１と隣り合う光透過面２２と、の第１軸方向ｄ１に沿った間隔ｄｔは、シート
部材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０に接近していくにつれて、段階的又
は連続的に狭くなっていく。したがって、向き調整面２１の他端部２１ｂは、他側に位置
する光透過面２２の一端部２２ａと最も接近する。図示された実施の形態では、向き調整
面２１の他端部２１ｂは、他側に位置する光透過面２２の一端部２２ａと繋がっている。
もっとも、向き調整面２１の他端部２１ｂは、他側に位置する光透過面２２の一端部２２
ａから離間していてもよい。
【００４８】
　一方、向き調整面２１の一端部２１ａは、第１軸方向ｄ１における一側で当該向き調整
面２１と隣り合う光透過面２２の他端部２２ｂと繋がっている。もっとも、向き調整面２
１の一端部２１ａは、第１軸方向ｄ１における一側で当該向き調整面２１と隣り合う光透
過面２２の他端部２２ｂから離間していてもよい。
【００４９】
　また、図２に示す主切断面において、向き調整面２１は、当該向き調整面２１と隣り合
う光透過面２２の長さと等しくなっている。したがって、シート部材２０の第２面２０ｂ
に占める向き調整面２１の割合は、シート部材２０の第２面２０ｂに占める光透過面２２
の割合と等しい。ただし、図２に示す主切断面において、向き調整面２１は、当該向き調
整面２１と隣り合う光透過面２２の長さと異なっていてもよい。とりわけ、向き調整面２
１が当該向き調整面２１と隣り合う光透過面２２よりも短くなっている場合、シート部材
２０の第２面２０ｂに占める向き調整面２１の割合を、シート部材２０の第２面２０ｂに
占める光透過面２２の割合よりも小さくすることができる。この場合、相対的に多くの光
を光透過面２２に導き易くなる傾向となり、結果として、より多くの光を太陽電池パネル
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５０に導くことに寄与し得る。
【００５０】
　また、図２に示す例では、向き調整面２１がシート部材２０のシート面に対してなす角
度θ１は、光透過面２２がシート部材２０のシート面に対してなす角度θ２と等しい。た
だし、向き調整面２１がシート部材２０のシート面に対してなす角度θ１は、観察される
ことが意図された観察者による観察方向に応じて決定され、光透過面２２がシート部材２
０のシート面に対してなす角度θ２は、取り込むことが意図された外光の入射方向に応じ
て決定される。したがって、向き調整面２１がシート部材２０のシート面に対してなす角
度θ１は、光透過面２２がシート部材２０のシート面に対してなす角度θ２と異なってい
てもよい。
【００５１】
　また、図２に示す例では、各向き調整面２１及び各光透過面２２が、平坦面からなる。
ただし、このような例に限定されず、各向き調整面２１及び各光透過面２２は、曲面から
なってもよい。一例として、各向き調整面２１及び各光透過面２２は、レンズ面のような
球面乃至湾曲面の一部をなしてもよい。より具体的には、各向き調整面２１及び各光透過
面２２は、外方側に向かって凸となるように湾曲したレンズ面であってもよいし、内方側
に向かって凹となるように湾曲したレンズ面であってもよい。
【００５２】
　同様に、図２に示す例では、表示面１２が平坦面からなる。ただし、このような例に限
定されず、表示面１２は、曲面からなってもよい。一例として、各表示面１２は、レンズ
面のような球面乃至湾曲面の一部をなしてもよい。より具体的には、各表示面１２は、外
方側に向かって凸となるように湾曲したレンズ面であってもよいし、内方側に向かって凹
となるように湾曲したレンズ面であってもよい。本明細書において、表示面１２が曲面か
らなる場合、「表示面１２が平面に対して傾斜する」とは、図２に示す主切断面において
、表示面１２の両端部１２ａ、１２ｂを結ぶ直線が平面に対して傾斜することを意味する
。
【００５３】
　また、シート部材２０の第２面２０ｂと太陽電池パネル５０との間に空気層３０が形成
されている。図２に示す例では、空気層３０は、シート部材２０の第２面２０ｂと、太陽
電池パネル５０の受光面５０ａと、の間に形成されている。なお、シート部材２０は、太
陽電池パネル５０と空気層３０を介して配置された例に限定されず、太陽電池パネル５０
と接合層を介して接合されていてもよい。
【００５４】
　太陽電池パネル５０は、シート部材２０の第２面２０ｂに対向する受光面５０ａと、受
光面５０ａに対向する背面５０ｂと、受光面５０ａと背面５０ｂとの間を延びる側面５０
ｃと、を有している。太陽電池パネル５０は、受光面５０ａで受光した光を電気エネルギ
ーに変換する発電装置である。太陽電池パネル５０の受光面５０ａには、第２角度範囲Ａ
Ｒ２から光透過面２２に取り込まれた光Ｌ２２が導かれるようになっており、この光Ｌ２
２が発電に利用される。
【００５５】
　図１に示すように、太陽電池パネル５０の側面５０ｃは、第１軸方向ｄ１に対向する一
対の上側面５０ｄ及び下側面５０ｅと、第２軸方向ｄ２に対向する一対の横側面５０ｆと
、を含んでいる。側面５０ｃを構成する各面５０ｄ～５０ｆは、平坦な面として構成され
ている。
【００５６】
　このような太陽電池パネル５０として、種々の形態のものを使用することができる。例
えば、単結晶シリコンまたは多結晶シリコン等からなる平板状のシリコン基板を含むシリ
コン系太陽電池パネル、薄膜太陽電池パネル、カルコパイライト系太陽電池等を、太陽電
池パネル５０として用いることができる。
【００５７】
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　次に、上述してきた太陽電池複合型表示体１０の製造方法の一例について、主として図
６～図８を参照しながら説明する。
【００５８】
　まず、図６に示すように、透明樹脂を成型することにより、シート部材２０を作製する
。成型は、熱溶融押出加工や射出成型等を採用することができる。図６に示すように、得
られたシート部材２０の第２面２０ｂには、複数の向き調整面２１と複数の光透過面２２
とが交互に形成されている。
【００５９】
　次に、図７に示すように、シート部材２０の向き調整面２１に表示面１２を形成する。
一例として、インクジェット印刷によって、シート部材２０の向き調整面２１に表示面１
２を形成する。その後、図８に示すように、シート部材２０の第２面２０ｂに対向して太
陽電池パネル５０を配置する。これにより、太陽電池複合型表示体１０が得られる。
【００６０】
　次に、主として、図４及び図５を参照しながら、太陽電池複合型表示体１０の作用につ
いて説明する。太陽電池複合型表示体１０は、例えば、向き調整面２１及び光透過面２２
の配列方向である第１軸方向ｄ１が鉛直方向に沿うようにして、配置される。具体的には
、第１軸方向ｄ１における一側が、鉛直方向における上側に沿い、第１軸方向ｄ１におけ
る他側が、鉛直方向における下側に沿うように、太陽電池複合型表示体１０が配置される
。
【００６１】
　図４によく示されているように、傾斜した向き調整面２１に配置された表示面１２は、
当該表示面１２の正面方向から視認され易い。図４に示す例では、表示面１２がシート部
材２０の法線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における一側に傾斜しているため、当該法
線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における他側に傾斜した方向Ｄ４１、Ｄ４２、Ｄ４３
から太陽電池複合型表示体１０を観察したときに表示面１２を視認し易くなる。このよう
に、向き調整面２１をシート部材２０の法線方向ｎｄに対して傾斜させることにより、向
き調整面２１に位置する表示面１２が観察される視野角となる第１角度範囲ＡＲ１を、高
い自由度で調整することができる。したがって、観察者は、優れた視認性で表示対象１３
を観察することができ、且つ、優れた意匠性で表示対象１３を表示することができる。
【００６２】
　一方、向き調整面２１とは異なる角度で傾斜した光透過面２２は、向き調整面２１を視
認し易い方向Ｄ４１、Ｄ４２、Ｄ４３とは異なる方向から入射する光Ｌ５１、Ｌ５２、Ｌ
５３を効率的に取り込むことが可能となる。図５に示す例では、光透過面２２がシート部
材２０の法線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における他側に傾斜しているため、当該法
線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における一側に傾斜した方向から太陽電池複合型表示
体１０に入射する光Ｌ５１、Ｌ５２、Ｌ５３を効率的に取り込むことが可能となる。光透
過面２２に取り込まれた光Ｌ５１、Ｌ５２、Ｌ５３は、空気層３０内を進行して太陽電池
パネル５０に導かれる。このように、光透過面２２を向き調整面２１とは異なる角度でシ
ート部材２０の法線方向ｎｄに対して傾斜させることにより、太陽電池パネル５０に導か
れるようになる太陽電池複合型表示体１０への入射方向の角度範囲である第２角度範囲Ａ
Ｒ２を、高い自由度で調整することができる。したがって、本実施の形態による太陽電池
複合型表示体１０では、時間帯や季節に応じて入射方向を変化させる太陽光を効率的に受
光して、太陽電池パネル５０での発電に利用することが可能となる。
【００６３】
　以上のように、本実施の形態によれば、第１面２０ａ及び第１面２０ａに対向する第２
面２０ｂを有するシート部材２０と、シート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置され
た太陽電池パネル５０と、を備え、シート部材２０には、各々が太陽電池パネル５０のパ
ネル面に対して傾斜した複数の表示面１２が一軸方向ｄ１に沿って配列されている。この
ような太陽電池複合型表示体１０によれば、表示面１２が太陽電池パネル５０のパネル面
に対して傾斜しているため、傾斜した表示面１２がその正面方向となる方向Ｄ２１、Ｄ４
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１～Ｄ４３から観察され易くなる。一方、表示面１２を視認し易い方向Ｄ２１、Ｄ４１～
Ｄ４３とは異なる別の方向から太陽電池複合型表示体１０に入射する光束Ｌ２３、Ｌ５１
～Ｌ５３は、隣り合う２つの表示面１２の間を透過して太陽電池パネル５０に導かれる。
このように、観察者からの観察方向Ｄ２１、Ｄ４１～Ｄ４３と外光Ｌ２３、Ｌ５１～Ｌ５
３の入射方向との相違を利用して、周囲の環境との調和を図ると共に、表示面１２による
表示及び太陽電池パネル５０による発電の両立が効果的に可能となる。その上、太陽電池
パネル５０がシート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置されているため、太陽電池パ
ネル５０の受光面５０ａが外部に露出していない。このため、太陽電池パネル５０をさら
に目立たなくさせることができる。
【００６４】
　また、本実施の形態によれば、シート部材２０の第２面２０ｂは、一軸方向ｄ１に交互
に配列された複数の向き調整面２１及び複数の光透過面２２と、を含み、向き調整面２１
は、太陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜し、光透過面２２は、太陽電池パネル５
０のパネル面に対して向き調整面２１とは異なる角度で傾斜し、向き調整面２１に表示面
１２が配置されている。このような形態によれば、向き調整面２１及び光透過面２２が太
陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜しているため、傾斜した向き調整面２１及び光
透過面２２が、各々の正面方向から入射する光を有効に利用し易くなる。とりわけ、光透
過面２２は、向き調整面２１と異なる角度で太陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜
している。このため、向き調整面２１に配置された表示面１２は、光透過面２２に取り込
まれ易い光Ｌ２２、Ｌ５１～Ｌ５３の傾斜する方向とは異なる方向Ｄ２１、Ｄ４１～Ｄ４
３から太陽電池複合型表示体１０を観察したときに視認され易くなり、光透過面２２は、
向き調整面２１を視認し易い方向Ｄ２１、Ｄ４１～Ｄ４３とは異なる方向から太陽電池複
合型表示体１０に入射する光Ｌ２２、Ｌ５１～Ｌ５３を有効に取り込む。この結果、表示
面１２による表示及び太陽電池パネル５０による発電の両立が効果的に可能となる。
【００６５】
　ところで、向き調整面２１に配置された表示面１２にて形成される表示対象１３を観察
している際に、表示対象１３とともに光透過面２２を介して太陽電池パネル５０が観察さ
れると、表示対象１３の視認性や意匠性を著しく害することになる。したがって、表示面
１２が観察され得る第１角度範囲ＡＲ１は、太陽電池パネル５０が観察されるようになる
第２角度範囲ＡＲ２と区分けされていること、すなわち重なり合っていないことが好まし
い。
【００６６】
　そこで、本実施の形態の太陽電池複合型表示体１０では、図２に示す主切断面において
、向き調整面２１は、シート部材２０の法線方向ｎｄに対して光透過面２２とは逆側に傾
斜している。このような形態によれば、向き調整面２１に配置された表示面１２は、光透
過面２２に取り込まれ易い光Ｌ２２、Ｌ５１～Ｌ５３の傾斜する方向とは逆の方向Ｄ２１
、Ｄ４１～Ｄ４３から太陽電池複合型表示体１０を観察したときに選択的に観察され易く
することができ、光透過面２２は、向き調整面２１を視認し易い方向Ｄ２１、Ｄ４１～Ｄ
４３とは逆の方向から太陽電池複合型表示体１０に入射する光Ｌ２２、Ｌ５１～Ｌ５３を
選択的に取り込むことができる。具体的には、向き調整面２１は、一端部２１ａが他端部
２１ｂよりもシート部材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０から離間するよ
うに、シート部材２０のシート面に対して傾斜し、光透過面２２は、他端部２２ｂが一端
部２２ａよりもシート部材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０から離間する
ように、シート部材２０のシート面に対して傾斜している。この場合、シート部材２０の
法線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における他側に傾斜した方向Ｄ２１、Ｄ４１～Ｄ４
３から太陽電池複合型表示体１０を観察したときに、光透過面２２よりも向き調整面２１
に配置された表示面１２を選択的に観察し易くすることができる。また、シート部材２０
の法線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における一側に傾斜した方向から太陽電池複合型
表示体１０へ入射する光Ｌ２２、Ｌ５１～Ｌ５３を、向き調整面２１よりも光透過面２２
に選択に導くことができる。
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【００６７】
　つまり、このような形態によれば、向き調整面２１に配置された表示面１２を観察し得
る視野角となる第１角度範囲ＡＲ１が、シート部材２０の法線方向ｎｄに対して第１軸方
向ｄ１における他側に傾斜した方向に対応し、光透過面２２を介して太陽電池パネル５０
に導かれるようになる太陽電池複合型表示体１０への入射方向の角度範囲である第２角度
範囲ＡＲ２が、シート部材２０の法線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における一側に傾
斜した方向に対応する。言い換えると、一軸方向ｄ１において他側に傾斜した方向から太
陽電池複合型表示体１０を観察したときに表示面１２が観察され、一軸方向ｄ１において
一側に傾斜した方向から太陽電池複合型表示体１０に入射した光が、隣り合う２つの表示
面１２の間を通過して太陽電池パネル５０に到達する。この場合、第１角度範囲ＡＲ１と
第２角度範囲ＡＲ２とが、区分けされやすくなる。言い換えると、第１角度範囲ＡＲ１と
第２角度範囲ＡＲ２とが、重なり合いにくくなる。
【００６８】
　このように第１角度範囲ＡＲ１と第２角度範囲ＡＲ２との重なり合いが少なくなれば、
表示面１２による表示機能及び太陽電池パネル５０での発電機能が、互いに悪影響を及ぼ
すことなく、より有効に発揮されるようになる。本実施の形態においては、表示面１２に
付与された表示対象１３を観察している際に、表示対象１３とともに光透過面２２を介し
て太陽電池パネル５０が観察されることを抑制することが可能となる。この場合、表示対
象１３の視認性や表示対象１３の意匠性を改善することができる。
【００６９】
　とりわけ、本実施の形態による太陽電池複合型表示体１０では、表示面１２を観察し得
る視野角となる第１角度範囲ＡＲ１を鉛直方向における下側に傾斜した方向に設定し、太
陽電池パネル５０に導かれるようになる太陽電池複合型表示体１０への入射方向の角度範
囲である第２角度範囲ＡＲ２を鉛直方向における上側に傾斜した方向に設定している。こ
の場合、典型的な利用として想定される表示板としての用途において太陽電池複合型表示
体１０を目線よりも高い位置に設置する場合に有効である。観察者は、鉛直方向における
上側に見上げながら太陽電池複合型表示体１０を観察するため、第１角度範囲ＡＲ１から
表示面１２に付与された表示対象１３を観察することができる。一方、太陽光は、時間帯
や季節に応じて入射方向が変化するが、鉛直方向における下側に傾斜した方向、あるいは
、略水平方向に進みながら太陽電池複合型表示体１０に入射する。このため、太陽光は、
時間帯や季節に応じて入射方向が変化しても、第２角度範囲ＡＲ２から光透過面２２に入
射して太陽電池パネル５０に向かうことができる。したがって、このような形態によれば
、太陽電池パネル５０による太陽光の受光及び表示面１２による表示を効果的に両立させ
ることができる。
【００７０】
　また、本実施の形態によれば、太陽電池複合型表示体１０の主切断面において、向き調
整面２１と、第１軸方向ｄ１における他側で当該向き調整面２１と隣り合う光透過面２２
と、の第１軸方向ｄ１に沿った間隔ｄｔは、シート部材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽
電池パネル５０に接近していくにつれて、狭くなっていく。このような形態によれば、向
き調整面２１に配置された表示面１２が、光透過面２２へ入射すべき光を遮ってしまうこ
と、あるいは、光透過面２２が、向き調整面２１に配置された表示面１２の観察を遮って
しまうこと、を効果的に抑制することができる。このため、表示面１２が、第１角度範囲
ＡＲ１内の方向から太陽電池複合型表示体１０を観察したときに、より確実に表示機能を
発揮することができる。また、光透過面２２が、第２角度範囲ＡＲ２から太陽電池複合型
表示体１０へ入射する光をより確実に太陽電池パネル５０へ導くことができる。
【００７１】
　ところで、下記の表１は、世界の幾つかの国の主要な都市における季節ごとの南中高度
（°）を示している。使用が想定される国の主要な都市における春分秋分の南中高度が第
２角度範囲ＡＲ２に含まれることが好ましい。その国で有効に使用できる可能性が高いか
らである。例えば、使用されることが想定される国が日本の場合は５４°から５６°まで
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の高度が第２角度範囲ＡＲ２に含まれるようにすればよい。さらに、４９°から６１°ま
での高度が第２角度範囲ＡＲ２に含まれるようにすれば、世界の多くの国で有効に使用で
きる可能性が高いため、好ましい。また、使用が想定される国の主要な都市における夏至
の南中高度から冬至の南中高度までが第２角度範囲ＡＲ２に含まれることがさらに好まし
い。その国で一年を通して有効に使用できる可能性が高いからである。例えば、使用され
ることが想定される国が日本の場合は３１°から７９°までの高度が第２角度範囲ＡＲ２
に含まれるようにすればよい。さらに、２５°から８４°までの高度が第２角度範囲ＡＲ
２に含まれるようにすれば、世界の多くの国で有効に使用できる可能性が高いため、好ま
しい。なお、所望の高度が第２角度範囲ＡＲ２に含まれることを容易にするために、第２
角度範囲ＡＲ２の角度範囲が４５°程度以上連続していることが好ましい。もっとも、太
陽電池複合型表示体１０を傾けて配置することによって、所望の高度を第２角度範囲ＡＲ
２に含まれるようにすることも可能である。一方、第２角度範囲ＡＲ２の角度範囲の上限
については、第１角度範囲ＡＲ１とのバランスで適宜設定すればよいが、１３５°程度未
満とすることによって、本実施の形態の太陽電池複合型表示体１０の特長をより発揮させ
ることができる。
【００７２】
【表１】

【００７３】
　上述のように、太陽電池複合型表示体１０は、観察方向と外光の入射方向との相違を利
用して、表示面１２による表示及び太陽電池パネル５０による発電の両立を実現している
ため、設置対象物に対して精度よく位置合わせすることが要求される。そこで、本実施の
形態の太陽電池複合型表示体１０は、シート部材２０及び太陽電池パネル５０を意図した
姿勢で保持すべく、枠部材７０を有している。なお、枠部材７０は、少なくとも太陽電池
パネル５０を支持すればよく、シート部材２０については直接支持してもよいし、太陽電
池パネル５０を介して間接的に支持してもよいし、シート部材２０を支持せず他の部材に
シート部材２０を支持させてもよい。
【００７４】
　図９は、枠部材７０がシート部材２０及び太陽電池パネル５０を保持したようすを示す
断面図である。図９に示すように、枠部材７０は、太陽電池パネル５０の背面５０ｂに対
向して配置された背面板７６と、背面板７６からシート部材２０の法線方向ｎｄに沿って
延び出し、シート部材２０及び太陽電池パネル５０の周りに位置する枠体７１と、を有し
ている。
【００７５】
　背面板７６は、太陽電池パネル５０の背面５０ｂから離間して配置され、背面板７６と
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太陽電池パネル５０の背面５０ｂとの間となる空間に、太陽電池パネル５０に接続された
電気機器５５が収容されている。電気機器５５は、太陽電池パネル５０にて発電された電
気エネルギーを蓄えるバッテリーや太陽電池パネル５０を監視する制御機器等にて構成さ
れる。
【００７６】
　枠体７１は、太陽電池パネル５０の側面５０ｃに対向すると共に当該太陽電池パネル５
０を保持する。さらに、枠体７１は、シート部材２０の側面２０ｃに対向すると共に当該
シート部材２０をも保持している。なお、シート部材２０の側面２０ｃとは、第１面２０
ａと第２面２０ｂとの間を延びる面であり、図示する例では、第１軸方向ｄ１に対向する
一対の面と、第２軸方向ｄ２に対向する一対の面と、によって構成されている。
【００７７】
　各枠体７１は、背面板７６からシート部材２０の法線方向ｎｄに沿ってシート部材２０
側に向かって延び出している。換言すれば、枠体７１は、太陽電池パネル５０を基準とし
てシート部材２０の反対側となる領域からシート部材２０の法線方向ｎｄに沿ってシート
部材２０側に向かって延び出している。そして、この延び出した先端に、シート部材２０
の法線方向ｎｄを向く先端面７４を形成している。
【００７８】
　さらに、図９に示す枠体７１は、太陽電池パネル５０の受光面５０ａよりもシート部材
２０側に延び出し、その上、シート部材２０の第１面２０ａをも越えて、当該第１面２０
ａからシート部材２０の法線方向ｎｄに突き出ている。ゆえに、枠体７１の先端面７４は
、シート部材２０の第１面２０ａを基準として、太陽電池パネル５０の反対側に位置して
いる。このように、枠体７１をシート部材２０の第１面２０ａを越えて突き出せることに
より、シート部材２０及び太陽電池パネル５０を障害物との衝突から保護することができ
る。
【００７９】
　ただし、この突き出た部分は、シート部材２０に入射する太陽光Ｌ９１を遮る要因とも
なり得る。そこで、本実施の形態では、枠体７１のうちの太陽電池パネル５０の受光面５
０ａよりもシート部材２０側に延び出した領域７１ａの少なくとも一部に、光透過性をも
たせている。このような形態によれば、受光面５０ａよりも延び出た領域７１ａがシート
部材２０に入射する光Ｌ９１を遮るおそれを低減することが可能となる。図９に示す例で
は、受光面５０ａよりも延び出た領域７１ａの全域が、光透過性をもつ透明な材料にて構
成されている。このような材料の一例として、ガラスや透明な樹脂材料が挙げられる。
【００８０】
　とりわけ、図９に示す枠体７１は、第１軸方向ｄ１に対向して配置された第１フレーム
７２及び第２フレーム７３を含んでいる。第１フレーム７２は、第１軸方向ｄ１における
一側に位置し、一側からシート部材２０の側面２０ｃ及び太陽電池パネル５０の側面５０
ｃに対向する。第２フレーム７３は、第１軸方向ｄ１における他側に位置し、他側からシ
ート部材２０の側面２０ｃ及び太陽電池パネル５０の側面５０ｃに対向する。ただし、枠
体７１の構成は、このような例に限定されない。枠体７１は、第１フレーム７２及び第２
フレーム７３に加えて、第２軸方向ｄ２に対向して配置された一対のフレームをさらに含
んでもよいし、第１フレーム７２及び第２フレーム７３に換えて、第２軸方向ｄ２に対向
する一対のフレームを含んでもよい。
【００８１】
　図９に示す例では、第１フレーム７２及び第２フレーム７３に複数の溝８１が形成され
ていて、シート部材２０及び太陽電池パネル５０が各々に対応する溝８１に嵌め込まれて
いる。溝８１を利用することで、シート部材２０及び太陽電池パネル５０を枠部材７０に
取り外し可能に装着することができる。
【００８２】
　また、枠体７１は、太陽電池パネル５０及びシート部材２０を間隔を空けて保持し、こ
れらの間に上述の空気層３０を介在させている。さらに、枠体７１のうちの太陽電池パネ
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ル５０の受光面５０ａよりもシート部材２０側に延び出した領域７１ａの全域が、光透過
性をもつため、当然に、枠体７１のうちの、シート部材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽
電池パネル５０とシート部材２０との間となる領域７１ｂも、光透過性をもっている。こ
のため、この間の領域７１ｂからも太陽電池パネル５０に向かう光Ｌ９２を取り込むこと
ができる。
【００８３】
　以上のように、本実施の形態によれば、少なくとも太陽電池パネル５０を保持する枠部
材７０をさらに備える。枠部材７０を備えることにより、太陽電池パネル５０を設置対象
に安定して設置することに寄与する。
【００８４】
　また、本実施の形態によれば、太陽電池パネル５０は、シート部材２０の第２面２０ｂ
に対向する受光面５０ａと、受光面５０ａに対向する背面５０ｂと、受光面５０ａと背面
５０ｂとの間を延びる側面５０ｃと、を有し、枠部材７０は、太陽電池パネル５０の側面
５０ｃに対向すると共に当該太陽電池パネル５０を保持する枠体７１を有し、枠体７１は
、太陽電池パネル５０を基準としてシート部材２０の反対側となる領域からシート部材２
０の法線方向ｎｄに沿ってシート部材２０側に向かって延びている。このような形態によ
れば、太陽電池パネル５０を側面５０ｃにて保持することができるため、受光面５０ａを
枠部材７０によって遮るおそれを低減することができる。結果として、太陽電池パネル５
０による発電を効果的に行うことができる点で優れる。
【００８５】
　また、本実施の形態によれば、枠体７１は、太陽電池パネル５０の受光面５０ａよりも
シート部材２０側に突き出ている。枠体７１を受光面５０ａを越えて突き出させることに
より、太陽電池パネル５０を障害物との衝突から保護することができる。その上、枠体７
１は、シート部材２０の第２面２０ｂ側から第１面２０ａを越えて延び出し、当該第１面
２０ａからシート部材２０の法線方向ｎｄに突き出ている。枠体７１をシート部材２０の
第１面２０ａを越えて突き出させることにより、太陽電池パネル５０に加えてシート部材
２０をも障害物との衝突から保護することができる。
【００８６】
　また、本実施の形態によれば、枠体７１は、太陽電池パネル５０及びシート部材２０を
間隔を空けて保持している。この場合、太陽電池パネル５０の受光面５０ａとシート部材
２０の第２面２０ｂとの接触によるキズや摩耗を回避することができる。その上、枠体７
１のうちの、シート部材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０とシート部材５
０との間となる領域７１ｂが、光透過性をもつ。このため、太陽電池パネル５０とシート
部材５０との間となる領域７１ｂから、シート部材２０を介さずとも太陽電池パネル５０
に向かう一部の光Ｌ９２を取り込むことができる。
【００８７】
　また、本実施の形態によれば、枠体７１のうちの太陽電池パネル５０の受光面５０ａよ
りもシート部材２０側に延び出した領域７１ａの少なくとも一部が、光透過性をもつ。こ
のような形態によれば、受光面５０ａよりも延び出た領域７１ａがシート部材２０に入射
する光Ｌ９１を遮るおそれを低減することが可能となる。
【００８８】
≪枠部材７０の変形例≫
　なお、上述した形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、図面を参照
しながら、変形の一例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面では
、上述した実施の形態と同様に構成され得る部分について、上述の実施の形態における対
応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する
。
【００８９】
　上述した実施の形態では、図２に示すように、枠体７１のうちの太陽電池パネル５０よ
りもシート部材２０側に延び出した領域７１ａの全域が光透過性をもつ例を示したが、枠
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体７１の構成は、上述した構成に限定されない。図１０及び図１１に、枠体７１の他の構
成例をそれぞれ示す。図１０に示す例では、枠体７１のうちの太陽電池パネル５０の受光
面５０ａよりもシート部材２０側に延び出した領域７１ａが、太陽電池パネル５０の側面
５０ｃと対向する面に、反射処理面７５を有している。図１０に示す例では、第１フレー
ム７２に設けられた反射処理面７５は、第１軸方向ｄ１における一側からシート部材２０
の側面２０ｃに対向し、第２フレーム７３に設けられた反射処理面７５は、第１軸方向ｄ
１における他側からシート部材２０の側面２０ｃに対向している。
【００９０】
　一例として、かかる反射処理面７５は、高い反射率を有した材料、例えばアルミニウム
のような金属からなる薄膜によって形成される。また、太陽電池パネル５０の受光面５０
ａの広い範囲に反射処理面７５にて反射した光を導くためには、反射処理面７５は、光拡
散機能をもつのがよい。このような反射処理面７５の一例として、白色インキからなる層
が挙げられる。
【００９１】
　反射処理面７５によれば、枠体７１のうちの太陽電池パネル５０の受光面５０ａよりも
シート部材２０側に延び出した領域７１ａに入射した光Ｌ１０１、Ｌ１０２を、シート部
材２０または太陽電池パネル５０に向かわせることができるため、光の利用効率を向上さ
せることができる。
【００９２】
　また、図１０に示す例では、シート部材２０が太陽電池パネル５０に低屈折率樹脂層３
５を介して接合されている。低屈折率樹脂層３５は、シート部材２０をなす材料よりも屈
折率の低い材料から構成され、一例として、透明な熱可塑性樹脂が挙げられる。
【００９３】
　一方、図１１に示す例では、枠体７１のうちの、シート部材２０の法線方向ｎｄにおい
て太陽電池パネル５０とシート部材５０との間となる領域７１ｂが、光を透過させる材料
にて構成される一方で、枠体７１のうちの、シート部材２０の側面２０ｃと重なる領域７
１ｃが、光を透過させない材料にて構成されている。具体的には、前者の領域７１ｂがガ
ラスや透明な樹脂材料にて構成され、後者の領域７１ｃが木枠や黒色に着色された樹脂材
料にて構成されている。
【００９４】
　図１１に示す形態であっても、枠体７１は、太陽電池パネル５０及びシート部材２０を
間隔を空けて保持している。この場合、太陽電池パネル５０の受光面５０ａとシート部材
２０の第２面２０ｂとの接触によるキズや摩耗を回避することができる。その上、枠体７
１のうちの、シート部材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０とシート部材５
０との間となる領域７１ｂが、光透過性をもつ。このため、太陽電池パネル５０とシート
部材５０との間となる領域７１ｂから、シート部材２０を介さずとも太陽電池パネル５０
に向かう一部の光Ｌ９２を取り込むことができる。
【００９５】
　また、図１１に示す例では、枠体７１の先端面７４は、シート部材２０の第１面２０ａ
と、シート部材２０の法線方向ｎｄに沿った位置が一致している。すなわち、枠体７１の
先端面７４は、シート部材２０の第１面２０ａとの間に段差を形成せず、滑らかに繋がっ
て平坦面を形成している。このような形態によれば、枠体７１によって太陽電池パネル５
０を保持した上で、枠体７１によってシート部材２０に入射すべき光Ｌ１２１を遮るおそ
れを低減することができる。
【００９６】
　また、上述した実施の形態では、図２に示すように、枠体７１が太陽電池パネル５０の
受光面５０ａよりもシート部材２０側に延び出した例を示したが、枠体７１の構成は、上
述した構成に限定されない。図１２及び図１３に、枠体７１の他の構成例をそれぞれ示す
。このうち、図１２に示す例では、枠体７１の先端面７４は、シート部材２０の法線方向
ｎｄにおいて太陽電池パネル５０の受光面５０ａと背面５０ｂとの間となる位置に位置し
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ている。
【００９７】
　図１２に示す例では、枠体７１は、太陽電池パネル５０の側面５０ｃを保持している。
また、シート部材２０が太陽電池パネル５０に低屈折率樹脂層３５を介して接合されてい
る。低屈折率樹脂層３５は、シート部材２０をなす材料よりも屈折率の低い材料から構成
され、一例として、透明な熱可塑性樹脂が挙げられる。
【００９８】
　図１２に示す形態によれば、枠体７１によって太陽電池パネル５０を保持した上で、枠
体７１によってシート部材２０に入射すべき光Ｌ１２１を遮るおそれを低減することがで
きる。また、太陽電池パネル５０とシート部材５０との間となる低屈折率樹脂層３５から
、シート部材２０を介さずとも太陽電池パネル５０に向かう一部の光Ｌ１２２を取り込む
ことができる。
【００９９】
　一方、図１３に示す例では、枠体７１の先端面７４が、太陽電池パネル５０の受光面５
０ａとシート部材２０の法線方向ｎｄに沿った位置が一致している。すなわち、枠体７１
の先端面７４は、太陽電池パネル５０の受光面５０ａと滑らかに繋がって平坦面を形成し
、受光面５０ａとの間に段差を形成していない。このような形態によれば、枠体７１によ
って太陽電池パネル５０を保持した上で、枠体７１によってシート部材２０に入射すべき
光Ｌ１３１を遮るおそれを低減することができる。また、太陽電池パネル５０とシート部
材５０との間となる低屈折率樹脂層３５から、シート部材２０を介さずとも太陽電池パネ
ル５０に向かう一部の光Ｌ１３２を取り込むことができる。
【０１００】
　また、図１３に示す例では、シート部材２０が、枠体７１の先端面７４を覆っている。
この場合、複数の表示面１２が配列されたシート部材２０によって、枠体７１の先端面７
４を隠すことができるため、見映えを良くすることができる。
【０１０１】
　また、上述した実施の形態では、図９に示すように、シート部材２０と太陽電池パネル
５０とを互いに平行となるように枠体７１に保持させた例を示したが、枠体７１の構成は
、上述した構成に限定されない。図１４及び図１５に、枠体７１の他の構成例をそれぞれ
示す。このうち、図１４に示す例では、枠体７１は、シート部材２０を取り外し可能に保
持すると共に、太陽電池パネル５０を向きを調整可能に保持している。
【０１０２】
　枠体７１を構成する第１フレーム７２及び第２フレーム７３に、複数の溝８１が形成さ
れている。各フレーム７２、７３に形成された複数の溝８１は、シート部材２０の法線方
向ｎｄに沿って並べられている。各溝８１は、太陽電池パネル５０を意図された向きにて
保持するよう、当該向きの太陽電池パネル５０の形状に合わせて加工されている。
【０１０３】
　このような形態によれば、第１フレーム７２の溝８１と第２フレーム７３の溝８１とを
適宜選択することによって、太陽電池パネル５０とシート部材２０との相対的な傾きが変
更可能となる。具体的には、図１４に二点鎖線で示すように、第１フレーム７２の最も背
面板７６から離れた溝８１と、第２フレーム７３の最も背面板７６から離れた溝８１とを
選択することによって、太陽電池パネル５０とシート部材２０とを平行に保持することが
できる。また、図１４に実線で示すように、第１フレーム７２の最も背面板７６に接近し
た溝８１と、第２フレーム７３の中央の溝８１とを選択することによって、図１４に示す
主切断面において太陽電池パネル５０のパネル面をシート部材２０のシート面に対して傾
けることができる。
【０１０４】
　一方、図１５に示す例では、太陽電池パネル５０と背面板７６との間に一対の調整支持
具８２が設けられている。一対の調整支持具８２は、第１軸方向ｄ１に間隔を空けて配置
されていて、各調整支持具８２が設けられた位置における太陽電池パネル５０と背面板７
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６との間の間隔を調節するようになっている。とりわけ、図１５に示す各調整支持具８２
は、シート部材２０の法線方向ｎｄに沿った自身の長さを調整することができるようにな
っている。各調整支持具８２が自身の長さを変化させることにより、太陽電池パネル５０
と背面板７６との間の間隔を調整することが可能となる。ただし、太陽電池パネル５０と
背面板７６との間の間隔の調整は、このような例に限定されない。他の例として、長さが
異なる複数の調整支持具８２を準備して目的に応じて所望の長さの調整支持具８２を選択
することにより、太陽電池パネル５０と背面板７６との間の間隔を調整してもよい。
【０１０５】
　図１４及び図１５に示す形態によれば、太陽電池パネル５０とシート部材２０との相対
的な傾きが変更可能となるように、太陽電池パネル５０が枠部材７０に支持されている。
この場合、太陽電池複合型表示体１０が向く方角に合わせて太陽電池パネル５０の傾きを
調整することにより、太陽光を効率よく取り込むことが可能となる。
【０１０６】
　また、上述した実施の形態では、図２に示すように、枠部材７０がシート部材２０及び
太陽電池パネル５０の周りに位置する枠体７１にて構成された例を示したが、枠部材７０
の構成は、上述した構成に限定されない。図１６乃至図２０に、枠部材７０の他の構成例
を示す。
【０１０７】
　このうち、図１６及び図１７に示す例では、シート部材２０及び太陽電池パネル５０の
周りを枠体７１が取り囲み、枠体７１内で太陽電池パネル５０がタイリングされている。
すなわち、太陽電池パネル５０が複数のパネル部品５００を並べて組み付けることにより
構成されている。図１６に示す例では、複数のパネル部品５００は、第１軸方向ｄ１及び
第２軸方向ｄ２の両方に平行な面内にて、正方配列されている。より詳細には、第１軸方
向ｄ１に並んだ３つのパネル部品５００からなる列が、第２軸方向ｄ２に３行並べられ、
合計で９つのパネル部品５００が設けられている。
【０１０８】
　隣り合う２つのパネル部品５００の間を内枠７８が通り抜けている。図１６に示す例で
は、第２軸方向ｄ２に隣り合う２つのパネル部品５００の間を内縦枠７８ａが通り抜け、
第１軸方向ｄ１に隣り合う２つのパネル部品５００の間を内横枠７８ｂが通り抜けている
。内縦枠７８ａは、パネル部品５００の配列に対応して２本設けられ、各々が第１軸方向
ｄ１に長手軸をもつ。内横枠７８ｂも、パネル部品５００の配列に対応して２本設けられ
、各々が第２軸方向ｄ２に長手軸をもつ。
【０１０９】
　各内縦枠７８ａ及び各内横枠７８ｂは、自身の両側に位置するパネル部品５００を取り
外し可能に支持している。図１６に示す各内縦枠７８ａ及び各内横枠７８ｂは、その両端
部にて枠体７１に接続されている。さらに、図１７から理解されるように、各内縦枠７８
ａ及び各内横枠７８ｂは、背面板７６に接続され、当該背面板７６からシート部材２０の
法線方向ｎｄに延び出している。
【０１１０】
　図１７に示す例では、シート部材２０は、一体に構成されている。シート部材２０は、
各パネル部品５００及び内枠７８のうちのシート部材２０の法線方向ｎｄに沿った方向を
向く先端面７９を覆っている。
【０１１１】
　以上のように、図１６及び図１７に示す形態によれば、太陽電池パネル５０が、複数の
パネル部品５００を並べることにより構成され、枠部材７０は、隣り合う２つのパネル部
品５００の間を通る内枠７８を有している。この場合、太陽電池パネル５０の一部が故障
したとしても、その故障したパネル部品５００を取り替えることで復旧させることができ
るため、メンテナンス性に優れる。
【０１１２】
　また、図１６及び図１７に示す形態によれば、内枠７８は、シート部材２０の法線方向
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ｎｄに沿った方向を向く先端面７９を有し、シート部材２０は、内枠７８の先端面７９を
覆っている。この場合、複数の表示面１２が配列されたシート部材２０によって、内枠７
８の先端面７９を隠すことができるため、見映えを良くすることができる。
【０１１３】
　また、図１６及び図１７に示す形態によれば、内枠７８の幅Ｗ２は、枠体７１の幅Ｗ１
よりも狭い。これにより、枠部材７０に必要な剛性を確保しつつ、枠部材７０を軽量に構
成することができる。
【０１１４】
　図１８は、太陽電池パネル５０に加えてシート部材２０もタイリングされた例を示す断
面図である。図１８に示す例では、シート部材２０及び太陽電池パネル５０の周りを枠体
７１が取り囲み、枠体７１内で太陽電池パネル５０及びシート部材２０がタイリングされ
ている。太陽電池パネル５０のタイリングは図１７に示す例と同様である。
【０１１５】
　シート部材２０は、複数のシート部品２００を並べて組み付けることにより構成されて
いる。図１８に示す例では、複数のシート部品２００は、第１軸方向ｄ１及び第２軸方向
ｄ２の両方に平行な面内にて、正方配列されている。より詳細には、第１軸方向ｄ１に並
んだ３つのシート部品２００からなる列が、第２軸方向ｄ２に３行並べられ、合計で９つ
のシート部品２００が設けられている。各シート部品２００は、１つのパネル部品５００
に対応している。より詳細には、各シート部品２００は、シート部材２０の法線方向ｎｄ
からみたときに、１つのパネル部品５００と重なり合っている。
【０１１６】
　隣り合う２つのシート部品２００の間をも内枠７８が通り抜けている。すなわち、各内
縦枠７８ａ及び各内横枠７８ｂは、隣り合う２つのパネル部品５００並びにこれらの上に
積み重ねられた隣り合う２つのシート部品２００の間を通り抜けている。各内縦枠７８ａ
及び各内横枠７８ｂは、自身の両側に位置するパネル部品５００及びシート部品２００を
取り外し可能に支持している。
【０１１７】
　以上のように、図１８に示す形態によれば、シート部材２０は、複数のシート部品２０
０を並べることにより構成され、各シート部品２００は、対応するパネル部品５００を覆
っている。この場合、シート部品２００とパネル部品５００とを組み合わせて取り扱うこ
とができるため、取り扱い性に優れる。
【０１１８】
　さらに、図１９及び図２０は、シート部材２０がタイリングされた例を示す図である。
図１９及び図２０に示す例では、シート部材２０及び太陽電池パネル５０の周りを枠体７
１が取り囲み、枠体７１内でシート部材２０がタイリングされている。すなわち、シート
部材２０が複数のシート部品２００を並べて組み付けることにより構成されている。図１
９に示す例では、複数のシート部品２００は、第１軸方向ｄ１及び第２軸方向ｄ２の両方
に平行な面内にて、正方配列されている。より詳細には、第１軸方向ｄ１に並んだ３つの
シート部品２００からなる列が、第２軸方向ｄ２に３行並べられ、合計で９つのシート部
品２００が設けられている。
【０１１９】
　各シート部品２００は、太陽電池パネル５０に貼り付けられている。図１９及び図２０
に示す太陽電池パネル５０は、一体に構成された大型のパネルからなる。
【０１２０】
　以上のように、図１９及び図２０に示す形態によれば、シート部材２０は、複数のシー
ト部品２００を並べることにより構成されている。この場合、シート部材２０の一部が破
損した場合であっても、その破損したシート部品２００を取り替えることで復元させるこ
とができるため、メンテナンス性に優れる。
【０１２１】
≪シート部材２０の変形例≫
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　また、上述した実施の形態では、図２に示すように、複数の表示面１２がシート部材２
０の第２面２０ｂ上の向き調整面２１に配置された例を示したが、シート部材２０の構成
及び表示面１２の配置は、上述した構成に限定されない。図２１乃至図２７に、シート部
材２０の他の構成及び表示面１２の他の配置例を示す。
【０１２２】
　このうち、図２１に示す太陽電池複合型表示体１０は、シート状のシート部材２０と、
シート部材２０の第２面２０ｂに接合された太陽電池パネル５０と、を有する。シート部
材２０の第１面２０ａは、第１軸方向ｄ１に交互に配列された複数の向き調整面２１及び
複数の光透過面２２と、を含んでいる。向き調整面２１には、表示対象１３を表示するた
めの表示面１２が配置されている。
【０１２３】
　各向き調整面２１及び各光透過面１２は、その配列方向である第１軸方向ｄ１に対して
交差する方向、より詳細には、第１軸方向ｄ１及び法線方向ｎｄの両方と直交する第２軸
方向ｄ２に、直線状に延びている。各向き調整面２１及び各光透過面１２は、シート部材
１２０のシート面、言い換えると、太陽電池パネル５０のパネル面に対して互いに異なる
角度で傾斜し、シート部材１２０の法線方向ｎｄに対しても互いに異なる角度で傾斜して
いる。
【０１２４】
　次に、図２１に示す太陽電池複合型表示体１０の作用について説明する。
【０１２５】
　図２１によく示されているように、傾斜した向き調整面２１に配置された表示面１２は
、当該表示面１２の正面方向から視認され易い。図２１に示す例では、表示面１２がシー
ト部材２０の法線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における一側に傾斜しているため、当
該法線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における他側に傾斜した方向Ｄ２１１から太陽電
池複合型表示体１００を観察したときに表示面１２を視認し易くなる。
【０１２６】
　一方、向き調整面２１とは異なる角度で傾斜した光透過面２２は、向き調整面２１を視
認し易い方向Ｄ２１１とは異なる方向から入射する光Ｌ２１２を効率的に取り込むことが
可能となる。図２１に示す例では、光透過面２２がシート部材２０の法線方向ｎｄに対し
て第１軸方向ｄ１における他側に傾斜しているため、当該法線方向ｎｄに対して第１軸方
向ｄ１における一側に傾斜した方向から太陽電池複合型表示体１０に入射する光Ｌ２１２
を効率的に取り込むことが可能となる。光透過面２２に取り込まれた光Ｌ２１２は、シー
ト部材２０内を進行して太陽電池パネル５０に導かれる。
【０１２７】
　以上のように、図２１に示す形態によれば、第１面２０ａ及び第１面２０ａに対向する
第２面２０ｂを有するシート部材２０と、シート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置
された太陽電池パネル５０と、を備え、シート部材２０には、各々が太陽電池パネル５０
のパネル面に対して傾斜した複数の表示面１２が一軸方向ｄ１に沿って配列されている。
このような太陽電池複合型表示体１０によれば、表示面１２が太陽電池パネル５０のパネ
ル面に対して傾斜しているため、傾斜した表示面１２がその正面方向となる方向Ｄ２１１
から観察され易くなる。一方、表示面１２を視認し易い方向Ｄ２１１とは異なる別の方向
から太陽電池複合型表示体１０に入射する光束Ｌ２１２は、隣り合う２つの表示面１２の
間を透過して太陽電池パネル５０に導かれる。このように、観察者からの観察方向Ｄ２１
１と外光Ｌ２１２の入射方向との相違を利用して、周囲の環境との調和を図ると共に、表
示面１２による表示及び太陽電池パネル５０による発電の両立が効果的に可能となる。そ
の上、太陽電池パネル５０がシート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置されているた
め、太陽電池パネル５０の受光面５０ａが外部に露出していない。このため、太陽電池パ
ネル５０をさらに目立たなくさせることができる。
【０１２８】
　また、本実施の形態によれば、シート部材２０の第１面２０ａは、一軸方向ｄ１に交互
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に配列された複数の向き調整面２１及び複数の光透過面２２と、を含み、向き調整面２１
は、太陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜し、光透過面２２は、太陽電池パネル５
０のパネル面に対して向き調整面２１とは異なる角度で傾斜し、向き調整面２１に表示面
１２が配置されている。このような形態によれば、向き調整面２１及び光透過面２２が太
陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜しているため、傾斜した向き調整面２１及び光
透過面２２が、各々の正面方向から入射する光を有効に利用し易くなる。とりわけ、光透
過面２２は、向き調整面２１と異なる角度で太陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜
している。このため、向き調整面２１に配置された表示面１２は、光透過面２２に取り込
まれ易い光Ｌ２１２の傾斜する方向とは異なる方向Ｄ２１１から太陽電池複合型表示体１
０を観察したときに視認され易くなり、光透過面２２は、向き調整面２１を視認し易い方
向Ｄ２１１とは異なる方向から太陽電池複合型表示体１０に入射する光Ｌ２１２を有効に
取り込む。この結果、表示面１２による表示及び太陽電池パネル５０による発電の両立が
効果的に可能となる。
【０１２９】
　次に、図２２を参照して太陽電池複合型表示体１０の別の変形例について説明する。図
２２に示す例では、シート部材２０の第２面２０ｂは、第１軸方向ｄ１に沿って配列され
た複数のレンズ面３１を含み、各表示面１２は、各々に対応するレンズ面３１の一部に沿
って配置されている。各レンズ面３１及び表示面１２は、第１軸方向ｄ１に交差する方向
、より詳細には第１軸方向ｄ１に直交する第２軸方向ｄ２に沿って延びている。
【０１３０】
　ここで、レンズ面３１の両端部のうち、第１軸方向ｄ１において一側（図２２における
上側であって、鉛直方向における上側）に位置する端部を一端部３１ａと呼び、第１軸方
向ｄ１において他側（図２２における下側であって、鉛直方向における下側）に位置する
端部を他端部３１ｂと呼び、一端部３１ａ及び他端部３１ｂからシート部材２０の法線方
向ｎｄに沿って最も離れた地点を頂部３１ｃと呼ぶこととする。本実施の形態の頂部３１
ｃは、レンズ面３１のうちの太陽電池パネル５０から最も離間した地点となる。そして、
この頂部３１ｃをレンズ面３１の光軸ｏｄが通過している。
【０１３１】
　図２２に示す各表示面１２は、対応するレンズ面３１のうちの、一端部３１ａと頂部３
１ｃとの間となる領域の一部または全部を覆い、他端部３１ｂと頂部３１ｃとの間となる
領域を覆っていない。このため、表示面１２は、第１軸方向ｄ１において一側に位置する
一端部１２ａが、第１軸方向ｄ１において他側に位置する他端部１２ｂよりも、シート部
材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０から離間するように、シート部材２０
のシート面に対して傾斜している。
【０１３２】
　以上のように、図２２に示す形態によれば、第１面２０ａ及び第１面２０ａに対向する
第２面２０ｂを有するシート部材２０と、シート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置
された太陽電池パネル５０と、を備え、シート部材２０には、各々が太陽電池パネル５０
のパネル面に対して傾斜した複数の表示面１２が一軸方向ｄ１に沿って配列されている。
このような太陽電池複合型表示体１０によれば、表示面１２が太陽電池パネル５０のパネ
ル面に対して傾斜しているため、傾斜した表示面１２がその正面方向となる方向Ｄ２２１
から観察され易くなる。一方、表示面１２を視認し易い方向Ｄ２２１とは異なる別の方向
から太陽電池複合型表示体１０に入射する光束Ｌ２２２は、隣り合う２つの表示面１２の
間を透過して太陽電池パネル５０に導かれる。このように、観察者からの観察方向Ｄ２２
１と外光Ｌ２２２の入射方向との相違を利用して、周囲の環境との調和を図ると共に、表
示面１２による表示及び太陽電池パネル５０による発電の両立が効果的に可能となる。そ
の上、太陽電池パネル５０がシート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置されているた
め、太陽電池パネル５０の受光面５０ａが外部に露出していない。このため、太陽電池パ
ネル５０をさらに目立たなくさせることができる。
【０１３３】



(24) JP 2020-31237 A 2020.2.27

10

20

30

40

50

　また、本実施の形態によれば、シート部材２０の第２面２０ｂは、一軸方向ｄ１に沿っ
て配列された複数のレンズ面３１を含み、各表示面１２は、各々に対応するレンズ面３１
の一部に沿って配置されている。この場合、各レンズ面３１の一部に表示面１２を配置す
ることで実現することができるため、太陽電池複合型表示体１０の製造が容易である。
【０１３４】
　なお、図２２に示す太陽電池複合型表示体１０では、レンズ面３１が太陽電池パネル５
０側に向かって突出する凸レンズからなる例を示したが、レンズ面３１の形態はこのよう
な例に限定されない。図２３に、レンズ面３１が第１面２０ａ側に向かって凹む凹レンズ
からなる例を示す。
【０１３５】
　図２３に示す各表示面１２は、対応するレンズ面３１のうちの、他端部３１ｂと頂部３
１ｃとの間となる領域の一部または全部を覆い、一端部３１ａと頂部３１ｃとの間となる
領域を覆っていない。このため、表示面１２は、第１軸方向ｄ１において一側に位置する
一端部１２ａが、第１軸方向ｄ１において他側に位置する他端部１２ｂよりも、シート部
材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０から離間するように、シート部材２０
のシート面に対して傾斜している。このような形態であっても、上述の形態と同様な作用
効果を奏することができる。
【０１３６】
　次に、図２４を参照して太陽電池複合型表示体１０の別の変形例について説明する。図
２４に示す例では、シート部材２０の第１面２０ａが、第１軸方向ｄ１に沿って配列され
た複数のレンズ面３１を含み、各表示面１２は、各々に対応するレンズ面３１の一部に沿
って配置されている。各レンズ面３１及び表示面１２は、第１軸方向ｄ１に交差する方向
、より詳細には第１軸方向ｄ１に直交する第２軸方向ｄ２に沿って延びている。
【０１３７】
　ここで、レンズ面３１の両端部のうち、第１軸方向ｄ１において一側（図２４における
上側であって、鉛直方向における上側）に位置する端部を一端部３１ａと呼び、第１軸方
向ｄ１において他側（図２４における下側であって、鉛直方向における下側）に位置する
端部を他端部３１ｂと呼び、一端部３１ａ及び他端部３１ｂからシート部材２０の法線方
向ｎｄに沿って最も離れた地点を頂部３１ｃと呼ぶこととする。本実施の形態の頂部３１
ｃは、レンズ面３１のうちの太陽電池パネル５０から最も離間した地点となる。そして、
この頂部３１ｃをレンズ面３１の光軸ｏｄが通過している。
【０１３８】
　図２４に示す各表示面１２は、対応するレンズ面３１のうちの、他端部３１ｂと頂部３
１ｃとの間となる領域の一部または全部を覆い、一端部３１ａと頂部３１ｃとの間となる
領域を覆っていない。このため、表示面１２は、第１軸方向ｄ１において一側に位置する
一端部１２ａが、第１軸方向ｄ１において他側に位置する他端部１２ｂよりも、シート部
材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０から離間するように、シート部材２０
のシート面に対して傾斜している。
【０１３９】
　以上のように、図２４に示す形態によれば、第１面２０ａ及び第１面２０ａに対向する
第２面２０ｂを有するシート部材２０と、シート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置
された太陽電池パネル５０と、を備え、シート部材２０には、各々が太陽電池パネル５０
のパネル面に対して傾斜した複数の表示面１２が一軸方向ｄ１に沿って配列されている。
このような太陽電池複合型表示体１０によれば、表示面１２が太陽電池パネル５０のパネ
ル面に対して傾斜しているため、傾斜した表示面１２がその正面方向となる方向Ｄ２４１
から観察され易くなる。一方、表示面１２を視認し易い方向Ｄ２４１とは異なる別の方向
から太陽電池複合型表示体１０に入射する光束Ｌ２４２は、隣り合う２つの表示面１２の
間を透過して太陽電池パネル５０に導かれる。このように、観察者からの観察方向Ｄ２４
１と外光Ｌ２４２の入射方向との相違を利用して、周囲の環境との調和を図ると共に、表
示面１２による表示及び太陽電池パネル５０による発電の両立が効果的に可能となる。そ
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の上、太陽電池パネル５０がシート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置されているた
め、太陽電池パネル５０の受光面５０ａが外部に露出していない。このため、太陽電池パ
ネル５０をさらに目立たなくさせることができる。
【０１４０】
　また、本実施の形態によれば、シート部材２０の第１面２０ａは、一軸方向ｄ１に沿っ
て配列された複数のレンズ面３１を含み、各表示面１２は、各々に対応するレンズ面３１
の一部に沿って配置されている。この場合、各レンズ面３１の一部に表示面１２を配置す
ることで実現することができるため、太陽電池複合型表示体１０の製造が容易である。
【０１４１】
　なお、図２４に示す太陽電池複合型表示体１０では、レンズ面３１が太陽電池パネル５
０とは反対側に向かって突出する凸レンズからなる例を示したが、レンズ面３１の形態は
このような例に限定されない。図２５に、レンズ面３１が第２面２０ｂ側に向かって凹む
凹レンズからなる例を示す。
【０１４２】
　図２５に示す各表示面１２は、対応するレンズ面３１のうちの、一端部３１ａと頂部３
１ｃとの間となる領域の一部または全部を覆い、他端部３１ｂと頂部３１ｃとの間となる
領域を覆っていない。このため、表示面１２は、第１軸方向ｄ１において一側に位置する
一端部１２ａが、第１軸方向ｄ１において他側に位置する他端部１２ｂよりも、シート部
材２０の法線方向ｎｄにおいて太陽電池パネル５０から離間するように、シート部材２０
のシート面に対して傾斜している。このような形態であっても、上述の形態と同様な作用
効果を奏することができる。
【０１４３】
　次に、図２６を参照して太陽電池複合型表示体１０のさらに別の変形例について説明す
る。図２６に示す例では、シート部材２０は、複数の表示面１２が配列されたルーバーシ
ートを構成している。図２６に示すシート部材２０の第１面２０ａ及び第２面２０ｂは、
平坦な面になっており、シート部材２０内に複数の表示面１２が配列されている。複数の
表示面１２は、第１軸方向ｄ１に沿って配列されており、第１軸方向ｄ１に交差する方向
、より詳細には直交する第２軸方向ｄ２に延びている。シート部材２０のうち、隣り合う
２つの表示面１２の間となる領域は、光透過領域２５を規定する。
【０１４４】
　シート部材２０の第１面２０ａに支持シート４０が貼り合わせられている。支持シート
４０は、シート部材２０を補強し当該シート部材２０を支持するために設けられている。
【０１４５】
　次に、太陽電池複合型表示体１０の作用について説明する。
【０１４６】
　図２６によく示されているように、シート部材２０のシート面に対して傾斜した表示面
表示面１２は、当該表示面１２の正面方向から視認され易い。図２６に示す例では、表示
面１２がシート部材２０の法線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における一側に傾斜して
いるため、当該法線方向ｎｄに対して第１軸方向ｄ１における他側に傾斜した方向Ｄ２６
１から太陽電池複合型表示体１０を観察したときに表示面１２を視認し易くなる。
【０１４７】
　一方、表示面１２に対してなす角度がより小さい方向からシート部材２０内を進行する
光Ｌ２６２ほど、表示面１２に受光され難い。このことから、傾斜した表示面１２に遮ら
れずに光透過領域２５を有効に通過する光Ｌ２６２は、図２６に示すように、表示面１２
を視認しやすい方向Ｄ２６１とは逆側に傾斜した光Ｌ２６２となる。つまり、第１軸方向
ｄ１において他側に進みながらシート部材２０へ入射する光、図示する例では、鉛直方向
における下方に進みながらシート部材２０へ入射する光Ｌ２６２が、光透過領域２５を通
過して太陽電池パネル５０に導かれ易くなる。
【０１４８】
　以上のように、図２６に示す形態によれば、第１面２０ａ及び第１面２０ａに対向する
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第２面２０ｂを有するシート部材２０と、シート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置
された太陽電池パネル５０と、を備え、シート部材２０には、各々が太陽電池パネル５０
のパネル面に対して傾斜した複数の表示面１２が一軸方向ｄ１に沿って配列されている。
このような太陽電池複合型表示体１０によれば、表示面１２が太陽電池パネル５０のパネ
ル面に対して傾斜しているため、傾斜した表示面１２がその正面方向となる方向Ｄ２６１
から観察され易くなる。一方、表示面１２を視認し易い方向Ｄ２６１とは異なる別の方向
から太陽電池複合型表示体１０に入射する光束Ｌ２６２は、隣り合う２つの表示面１２の
間を透過して太陽電池パネル５０に導かれる。このように、観察者からの観察方向Ｄ２６
１と外光Ｌ２６２の入射方向との相違を利用して、周囲の環境との調和を図ると共に、表
示面１２による表示及び太陽電池パネル５０による発電の両立が効果的に可能となる。そ
の上、太陽電池パネル５０がシート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置されているた
め、太陽電池パネル５０の受光面５０ａが外部に露出していない。このため、太陽電池パ
ネル５０をさらに目立たなくさせることができる。
【０１４９】
　また、本実施の形態によれば、複数の表示面１２は、シート部材２０内部に配置されて
いる。この場合、シート部材２０をなす材料にて表示面１２を保護することができる点で
有利である。
【０１５０】
　次に、図２７を参照して太陽電池複合型表示体１０のさらに別の変形例について説明す
る。図２７に示す例では、太陽電池複合型表示体１０は、シート状のシート部材２０と、
シート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置された太陽電池パネル５０と、を有する。
【０１５１】
　シート部材２０の第１面２０ａは、第１軸方向ｄ１に配列された複数のレンズ面３１を
含んでいる。複数のレンズ面３１は、その光軸ｏｄが互いに平行となるようにして、並べ
られている。とりわけ図示された例において、レンズ面３１は、その光軸ｏｄが、太陽電
池複合型表示体１０の法線方向ｎｄと平行となるよう配置されている。
【０１５２】
　レンズ面３１は、いわゆるレンチキュラーレンズまたはシリンドリカルレンズを構成し
ている。すなわち、各レンズ面３１は、その配列方向である第１軸方向ｄ１に対して交差
する方向、より詳細には第１軸方向ｄ１に直交する第２方向ｄ２に、直線状に延びている
。
【０１５３】
　複数の表示面１２が、レンズ面３１に対応して、シート部材２０内で第１軸方向ｄ１に
沿って配列されている。図２７に示すように、各表示面１２は、対応するレンズ面３１と
法線方向ｎｄに沿って少なくとも部分的に対面するようにして、配置されている。本実施
の形態では、表示面１２は、レンズ面３１と同様に、配列方向である第１軸方向ｄ１と交
差する方向、より厳密には、第１軸方向ｄ１と直交する第２方向ｄ２に直線状に延びてい
る。また、各表示面１２は、太陽電池パネル５０のパネル面及びシート部材２０の法線方
向ｎｄに対して傾斜している。
【０１５４】
　次に、本実施の形態による太陽電池複合型表示体１０の作用について説明する。
【０１５５】
　図２７によく示されているように、傾斜した表示面１２は、当該表示面１２の正面方向
から視認され易い。本実施の形態では、表示面１２がシート部材２０の法線方向ｎｄに対
して第１軸方向ｄ１における一側に傾斜しているため、当該法線方向ｎｄに対して第１軸
方向ｄ１における他側に傾斜した方向Ｄ２７１、Ｄ２７２から太陽電池複合型表示体１０
を観察したときに表示面１２を視認し易くなる。とりわけ、法線方向ｎｄに対して第１軸
方向ｄ１における他側に大きく傾斜した方向Ｄ２７２から太陽電池複合型表示体１０を観
察した場合であっても、レンズ面３１の集光作用によって、入射したレンズ面３１に対向
する表示面１２を観察することができるようになる。仮に、複数の表示面１２がシート部
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材２０の第２面２０ｂ上に、当該第２面２０ｂに沿って並べられていた場合、図２７に点
線で示すように、観察するレンズ面３１と隣り合うレンズ面３１に対向する表示面１２を
観察してしまい、意図された表示機能が発現されなくおそれがある。すなわち、表示面１
２を太陽電池パネル５０のパネル面に対して傾斜させることにより、表示面１２が観察さ
れる視野角となる第１角度範囲ＡＲ１を、言い換えると、表示面１２からの光の出射方向
の角度範囲である第１角度範囲ＡＲ１を、高い自由度で調整することができる。
【０１５６】
　一方、表示面１２に対してなす角度がより小さい方向からシート部材２０内を進行する
光束Ｌ２７３ほど、表示面１２に受光され難い。このことから、傾斜した表示面１２に遮
られずに太陽電池パネル５０に向かう光束Ｌ２７３は、図２７に示すように、表示面１２
を有効に観察し得る方向Ｄ２７１、Ｄ２７２とは逆側に傾斜した光束Ｌ２７３となる。つ
まり、第１軸方向ｄ１において他側に進みながらレンズ面３１へ入射する光、図示する例
では、鉛直方向における下方に進みながらレンズ面３１へ入射する光束Ｌ２７３が、２つ
の表示面１２の間となる領域６０を通過して太陽電池パネル５０に導かれ易くなる。
【０１５７】
　以上のように、図２７に示す形態によれば、第１面２０ａ及び第１面２０ａに対向する
第２面２０ｂを有するシート部材２０と、シート部材２０の第２面２０ｂに対向して配置
された太陽電池パネル５０と、を備え、シート部材２０には、各々が太陽電池パネル５０
のパネル面に対して傾斜した複数の表示面１２が一軸方向ｄ１に沿って配列されている。
このような太陽電池複合型表示体１０によれば、表示面１２が太陽電池パネル５０のパネ
ル面に対して傾斜しているため、傾斜した表示面１２がその正面方向となる方向Ｄ２７１
、Ｄ２７２から観察され易くなる。一方、表示面１２を視認し易い方向Ｄ２７１、Ｄ２７
２とは異なる別の方向から太陽電池複合型表示体１０に入射する光束Ｌ２７３は、隣り合
う２つの表示面１２の間を透過して太陽電池パネル５０に導かれる。このように、観察者
からの観察方向Ｄ２７１、Ｄ２７２と外光Ｌ２７３の入射方向との相違を利用して、周囲
の環境との調和を図ると共に、表示面１２による表示及び太陽電池パネル５０による発電
の両立が効果的に可能となる。その上、太陽電池パネル５０がシート部材２０の第２面２
０ｂに対向して配置されているため、太陽電池パネル５０の受光面５０ａが外部に露出し
ていない。このため、太陽電池パネル５０をさらに目立たなくさせることができる。
【０１５８】
　また、本実施の形態によれば、複数の表示面１２は、シート部材２０内部に配置されて
いる。この場合、シート部材２０をなす材料にて表示面１２を保護することができる点で
有利である。
【０１５９】
　また、シート部材２０の第１面２０ａは、一軸方向ｄ１に配列された複数のレンズ面３
１を含み、レンズ面３１は、或る方向Ｄ２７１、Ｄ２７２から向かってくる光を表示面１
２に導き、或る方向Ｄ２７１、Ｄ２７２とは異なる別の方向から入射した光Ｌ２７３を隣
り合う２つの表示面１２の間を透過させて太陽電池パネル５０に導く。このような形態に
よれば、レンズ面３１の集光作用によって、表示面１２が観察される視野角となる第１角
度範囲ＡＲ１及び太陽電池パネル５０による発電が有効に行われる第２角度範囲ＡＲ２を
、高い自由度で調整することが可能となる。
【０１６０】
　なお、図２１乃至図２７に示すシート部材２０は、当然に図９乃至図２０を参照して説
明した枠部材７０と組み合わせて用いられ得る。すなわち、図２１乃至図２７に示す太陽
電池複合型表示体１０は、少なくとも太陽電池パネル５０を保持する上述の枠部材７０を
さらに備えることができる。枠部材７０を備えることにより、太陽電池パネル５０を設置
対象に安定して設置することに寄与する。
【０１６１】
　また、図２１乃至図２７に示す太陽電池複合型表示体１０によれば、太陽電池パネル５
０は、シート部材２０の第２面２０ｂに対向する受光面５０ａと、受光面５０ａに対向す
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材７０は、太陽電池パネル５０の側面５０ｃに対向すると共に当該太陽電池パネル５０を
保持する枠体７１を有し、枠体７１は、太陽電池パネル５０を基準としてシート部材２０
の反対側となる領域からシート部材２０の法線方向ｎｄに沿ってシート部材２０側に向か
って延びていてもよい。このような形態によれば、太陽電池パネル５０を側面５０ｃにて
保持することができるため、受光面５０ａを枠部材７０によって遮るおそれを低減するこ
とができる。結果として、太陽電池パネル５０による発電を効果的に行うことができる点
で優れる。
【符号の説明】
【０１６２】
１０　　太陽電池複合型表示体
１２　　表示面
１２ａ　一端部
１２ｂ　他端部
１３　　表示対象
２０　　シート部材
２０ａ　第１面
２０ｂ　第２面
２１　　向き調整面
２２　　光透過面
２００　シート部品２００
３１　　レンズ面
５０　　太陽電池パネル
５０ａ　受光面
５０ｂ　背面５０ｂ
５０ｃ　側面５０ｃ
５００　パネル部品
７０　　枠部材
７１　　枠体
７１ａ　領域
７１ｂ　領域
７４　　先端面
７５　　反射処理面
７６　　背面板
７８　　内枠
７９　　先端面
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